










 

業務契約書 

支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 宇野 聡夫(以下「甲」という。)と                        (以

下「乙」という。)は、令和８年度 国有林林道等施設点検管理業務その１(以下「業務」という。)につい

て、次の条項により契約を締結する。 

契約条項 

(実施する業務) 

第１条 甲は,次の業務の実施を乙と契約し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 

(１)業務名 令和８年度 国有林林道等施設点検管理業務その１ 

(２)業務の内容等 

国有林林道等施設点検管理業務仕様書(以下「仕様書」という。) 

及び令和８年度 国有林林道等施設点検管理業務その１内訳書(以下「内訳書」という。) 

 のとおり。 

(３)履行期間 

契約日の翌日から令和９年１月８日まで 
(業務の遂行) 

第２条 乙は、契約した業務を仕様書および内訳書に記載された内容に従って実施しなければならない。

当該内容を変更したときも同様とする。 
(契約金額) 

第３条 甲は、業務に要する費用として、金   ―   円(うち消費税及び地方消費税額 金   ―   

円)を支払うものとする。乙は、契約した金額を内訳書に記載された以外に使用してはならない。 

２ 当該内容を変更するときは、第 11 条の定めによる。 
(契約保証金) 

第４条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び

会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の３第３号の規定により免除する。 
(再委託の制限) 

第５条 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」

という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

２ 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行

う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した 書面を甲に提出しなければならない。 
３ 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければな

らない。 
４ 再委託する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第３条に規定する

金額の限度額 50 パーセント以下であり、かつ、100 万円以下である場合には、軽微な再委託として前各

号の規定は適用しない。 
(業務計画書の提出) 

第６条 乙は、この契約締結後 14 日以内に仕様書及び内訳書に基づいて、業務計画書（様式第１号）を甲

に提出しなければならない。 
(完了報告) 

第７条 乙は、業務が終了したとき(事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、業務の成果を記載した

実施報告書（様式第 2 号）及び完了報告書（様式第 5 号）並びに関係付属書類を甲に提出するものとす

る。 
(検査) 

第８条 甲は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に、当該業務






































































